
「人中心」の道路・交通政策への
大転換について

令和5年度 川越市交通シンポジウム

小江戸川越のまちと交通のあり方について

2024年1月26日

埼玉大学 久保田尚 1



コロナ禍の終息とともに
世界中で問題化した
オーバーツーリズム

2
Venice ヴェニス

• ごみ問題
• マナー一般
• 公共交通混雑
• 渋滞
• などなど
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Siena シエナ（伊）
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欧州の都市、特に観光
都市ではパークアンド
ライドが一般的
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San Gimignano

サン・ジミニャーノ（伊）
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ライジングボラード ケンブリッジ（英）



新潟市ふるまちモール
ソフトライジングボラード
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出典：国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/common/000223503.pdf

https://www.mlit.go.jp/common/000223503.pdf
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出典：国土交通省HP 
https://www.mlit.go.jp/common/000223503.pdf

出典：オアシスおぶせHP
https://www.oasisobuse.co.jp/

https://www.mlit.go.jp/common/000223503.pdf
https://www.oasisobuse.co.jp/
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来訪者に負担を求める方法

１．宿泊税
 自治体が独自に定める地方税
 「都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税される法定外

目的税で、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振
興を図る施策に要する費用に充てられます」（東京都HPより）
 税率 100円（1人1泊10,000円以上15,000円未満)

200円（15,000円以上）

２．入湯税
 「入湯施設の利用と市町村の行政サービスとの関連に着目し、

鉱泉浴場所在の市町村が課する目的税。環境衛生施設の整
備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活
動に必要な施設の整備、観光の振興（観光施設の整備を含
む）に要する費用に充てる」（総務省HPより）

 収入（2022年度） 箱根町5.5億円、別府市4.3億円、熱海市
3.6億円（日本経済新聞 2024年1月5日）
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来訪者に負担を求める方法

３．入島税
 自治体が独自に課す法定外税

 「住んでよし、訪れてよし」の持続可能な観光地域づくりの実現に向け、
宮島への多くの観光客などの来訪により、発生・増幅する行政需要
の経費（財政需要）の一部を、宮島への訪問者の皆さんにもご負担
頂くこととし、令和5年10月1日から地方税法第5条第3項に基づく法定
外普通税として宮島訪問税の徴収を始めます（廿日市市HP）。

 検討中
 ヴェニス、西表島など

日本経済新聞
2023年9月24日



ロードプライシング congestion charge
• いわゆる有料道路とは異なり、交通量をコントロール

する目的で課金

• 対象は、エリア、道路、橋／トンネルなど

• 課金の対象や時間帯の工夫による転換

– オフピーク時間への転換

– 非混雑エリア（道路）への転換

– 自動車以外の手段への転換

• 実施都市

– シンガポール

– オスロ（ノルウェー）

– ロンドン

– ストックホルム（スウェーデン）

など
18
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Norway – オスロ 1990~

年間約70億円の「収入」
→都心及び郊外のインフラ整備

2021年から値上げして公共交通
やシェアリングなどにも充当

（ただし、電気自動車などは大幅
値下げ）
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俯瞰図（中世）
鎌倉の取り組み

七つの切通

丘陵と海に
よる防衛
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若宮大路

八幡宮前交差点
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渋滞によるバスの遅れ時間
（大刀洗⇒鎌倉駅 約4km） 
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上というケースも
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鎌倉交通計画研究会（平成7年～）
　（研究会）

商店会          ５名
町内会・自治会  ５名
市民公募        ５名
寺社            ２名
民間企業        ５名
交通事業者      ８名
警察            ２名
交通安全協会    １名
建設省          １名
神奈川県        ２名
大学            ２名

（専門部会）
商店会          １名
市民公募        ４名
民間企業        ２名
交通事業者      ３名
神奈川県        １名
大学            １名

(幹事  )鎌倉市 　　          
(事務局)企画部都市政策課
　   (H8.より交通政策課)

(作業班）ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ          

開催頻度 研究会:１回/２、３ヶ月 部会 約２回／月
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鎌倉地区交通市民宣言（案）

  私たち鎌倉市民は、自らの自動車利用を自粛し、徒歩と公共交通

を中心とする交通環境を創り、古都鎌倉の歴史的遺産や風土を活か

した新しい街づくりを進めることを宣言します。

 その実現に向けては地区で働く人たちや遠来の顧客とともに手

を携えて進めます。

私たち鎌倉市民は、

「歩いて楽しい街」、

「静かできれいな街」、

「子供や高齢者にやさしい街」、

「電車やバスが利用しやすい街」、そして

「市民と遠来の顧客が共生しやすい街」をつくります。

私たち鎌倉市民は、この宣言の精神が湘南地域そして全国に広まる

ことを願います。

平成○年○月  鎌倉市
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計画案

平成8年
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提言された施策のメニュー

計画の目的 施策

自動車利用の抑制
(公共交通への転換促進) 

・ロードプライシング

公共交通施策 ・パーク＆レイルライド

・パーク＆バスライド

・シャトルバス（ミニバス）

・バス専用レーン

・バス追い越し現示

・ 乗 り 継 ぎ の 利 便 化 ( 周 遊 券 等 )
・円滑な交通制御

歩行・居住環境の向上 ・歩行者尊重道路

・ゾーンシステム（交通静穏化）
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ロードプライ
シング実験
の「凍結」を
伝える各紙

平成12年5月



2013年「第2期」の検討スタート 29



鎌倉地域の地区交通計画策定に向けた
中間とりまとめ

平成27年3月 鎌倉市交通計画検討委員会

（仮称）鎌倉ロードプライシング

①検討の必要性

・・・鎌倉地域の交通渋滞の解消には、中心部に流入する道路が限定される
地形的な特性や、短期間での道路整備等が困難という制約条件を踏まえ、
ロードプライシングの検討が必要であると考えます。

②検討方針

（仮称）鎌倉ロードプライシングは、来訪車両等への課金により、公共交通へ
の転換を促し、自動車利用の抑制を図る施策です。公共交通への転換促進、
歩行環境の充実等を図るための仕組みなどについて以下の検討を進めます。

30

○ 課金された人が次回公共交通を利用する際に公共交通運賃を割引く仕組み
○ 円滑な料金徴収を行うためのETC 等の自動徴収の仕組み
○ 事前登録により市民と来訪者等を認識・区別するための仕組み
○ 課金の一部を道路整備や商業・観光振興等に充てる方策 等



H29からの取組み

31



太宰府市 「歴史と文化の環境税」

• 目的（太宰府市HPより）

– 本市固有の歴史的文化遺産及び観光資源等の保全と整備
を図り、環境にやさしい「歴史とみどり豊かな文化のまち」を
創造するため、太宰府市内にある一時有料駐車場の利用者
に一定の負担を求める法定外普通税として創設

• 税率
– 乗用車100円、大型バス500円

32
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税収
平成15年度（初年度） 10,632,850円
平成29年度（過去最高） 87,004,000円
令和4年度 63,281,150円

税の使い道の例
・史跡保存事業
・臨時駐車場設置事業
・観光用仮設トイレ設置
・美化推進事業
・街路樹整備事業
・観光案内サイン整備事業
・観光客調査



3
4

「人中心」の道路・
交通政策への大転換
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ゾーン30、生活道路対策エリア、凸部等技術基準
安全で快適な自転車利用環境創出 自転車活用推進

道路空間と人・モビリティを巡る直近の主な動き
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2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

道路空間と人・モビリティを巡る直近の主な動き

特定小型原動機付自転車（いわゆる電動キックボー
ド等）

道
路
移
動
等

円
滑
化
基
準

の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
改
訂

ほこみち 路線数119（2023年5月31日現在）

多
様
な
ニ
ー

ズ
に
応
え
る

道
路
事
例
集

刊
行

ゾーン30プラス 122カ所（3月末）

ウォーカブル推進都市

7
月
1
日

改
正
道
交
法

施
行
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道路空間のユニバーサルデザインを考え
る懇談会（ほこみち前提の設計基準）

再改定に向け
て議論中
（踏切問題）

351都市（2023年6月30日現在）
うち、滞在快適性等向上区域指定73都市

道
交
法
改
正

第11次交通安全基本計画

自転車活用推進／ 自転車ガイドライン改訂中
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重要な新しい要素
・オープンカフェ
・自動ロボット
・歩行支援モビリティ
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重要な新しい要素
・オープンカフェ
・自動ロボット
・歩行支援モビリティ
・自動キッチンカー
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「人中心」の道路空間に向けて
わが国の道路史において大きなエポックを画す
ほこみち（歩行者利便増進道路）



2023年6月
「多様なニーズに応える道路の事例集」刊行

40
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さいたま市・氷川参道
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「交通シミュレーション・交通社会実験・本格実施」サイクル
大宮・氷川参道整備（さいたま市)

Ｊ
Ｒ
駅

一の鳥居

至 　神 社

対象：参道
（延長約１ km ）

業 務 ・商 業 の
中 心 地

居 住 地 区

幹 線 道 路

新 都 心



43 さいたま新都心からみた氷川参道
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整備前

 

・交通量5000台/日以上

・路上駐車

・歩行者/自転車に危険

→参道にふさわしくない状況
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検討経緯

• 1995年9月

周辺自治会長や沿道住民の有志による「うる
おいのあるまちづくり推進協議会」発足

※ 交通問題検討

＋清掃活動、歴史研究

• 1999年8月

官学民合同の「参道周辺地区まちづくり交通
計画検討協議会」 発足
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シミュレーション結果
参道の全線通行止めと現況ケースの比較

→短期的には全線通行止め
は影響が大きすぎる、と判断
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氷
川
参
道

中長期計画と短期計画
の仕分け

• 中長期計画

– 隣接する都市計画道路が完
成した後に、氷川参道の歩
行者専用化を目指す

• 短期計画

– 交通規制を変えない範囲で
何ができるか検討
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歩道 

1.50ｍ 
道路幅員 6.0 ｍ 

車道 

3.00ｍ 

歩道 

1.50ｍ 

両側歩道区間  

車道 3.50ｍ 歩道 2.50ｍ 
道路幅員 6.0 ｍ 

片側歩道区間 

社会実験
の実施

• 当面は短期対策として｢路上駐車防止」と「歩行者･自転車環境
改善」に取り組むことになる

• 具体案を地元組織と行政で議論し、2000年3月に社会実験

• 議論で絞りきれなかった｢片側歩道案」と「両側歩道案」の両方を
区間ごとに実験
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実験案の評価

 

安全な

歩行空間

支持

できない

1%

あまり支持

できない

2%

やや支持

できる

11%

支持できる

86%

路上駐車

排除

支持

できない

1%

あまり支持

できない

1%

やや支持

できる

6%

支持できる

92%
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実験結果：歩道形態の評価

現状維持　9%

両側歩道

37%

片側歩道

(実験案の逆型)
6%

片側歩道

(実験案)　48%
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竣工：2002年5月

 

0.5m 2.0m3.0m 0.5m

（車道部） （歩道部）

6.0m
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参道南区間
 

一の鳥居 

至大宮駅 

至さいたま新都心駅 

大宮南小 

大宮高 

南中 

県合同庁舎 

市民会館 

大宮ハタプラザ 

浅間町 

東町 

大宮区役所 

大宮小 

平成ひろば 

至氷川神社 

参道北区間 

参道中区間 
（第 1 期） 

参道南区間 

吉敷町 

産業道路 

南大通東線 

中山道 

中央通線 

従
来
か
ら
北
向
き

一
方
通
行

従
来
は

対
面
通

行
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南側区間一方通行化
シミュレーション
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南側区間一方通行化
シミュレーション

 
氷
川
参
道 

中仙道 

産業道路 

南大通東線 

地点 1 

地点 2 地点 3 地点 4 

地点 5 

地点 6 

地点 7 

現況実測データと一方通
行シミュレーションデー

タの交通量の比較

現況値 北向き一方通行 変化率

地点１ 291 158 54%

地点２ 313 213 68%

地点３ 987 1005 102%

地点４ 1391 1390 100%

地点５ 838 937 112%

地点６ 88 101 115%

地点７ 78 109 140%

シミュレーション結果
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第2次実験：南側区間一方通行化

2005年3月：対面通行区間を一方

通行化して歩行者空間を確保す
る実験
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南側区間一方通行化
社会実験結果

 
氷
川
参
道 

中仙道 

産業道路 

南大通東線 

地点 1 

地点 2 地点 3 地点 4 

地点 5 

地点 6 

地点 7 
社会実験時の実測データと

シミュレーション結果

現況値 北向き一方通行 変化率 通常時
実験時

（北向き一方通行）
変化率

地点１ 291 158 54% 228 155 68%

地点２ 313 213 68% 241 172 71%

地点３ 987 1005 102% 948 975 103%

地点４ 1391 1390 100% 1254 1228 98%

地点５ 838 937 112% 842 911 108%

地点６ 88 101 115% 55 89 162%

地点７ 78 109 140% 65 96 148%

社会実験時実測データシミュレーション結果



「北向きの一方通行」を
どのように感じたか

59

73%

20%

7% 賛成

生活（業務）に支障はあ

るが、我慢できる範囲

反対
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2007年3月12日竣工式
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一の鳥居 

至大宮駅 

至さいたま新都心駅 

大宮南小 

大宮高 

南中 

県合同庁舎 

市民会館 

大宮ハタプラザ 

浅間町 

東町 

大宮区役所 

大宮小 

平成ひろば 

至氷川神社 

参道北区間 

参道中区間 
（第 1 期） 

参道南区間 

吉敷町 

産業道路 

南大通東線 

中山道 

中央通線 

従
来
か
ら
北
向
き

一
方
通
行

従
来
は

対
面
通

行

2009年7月 北区間整備完了
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• 参道の歩専化を目指して住民主導の運動開始

• 科学的分析結果(シミュレーション)を住民組織が受

け入れ、それを中長期課題とし、歩行者空間整備と
いう短期課題を設定

• 社会実験を通して短期施策の有効性を確認

• 行政のすばやい対応により本格実施

• H21年：参道北区間の整備完了（全区間完了）

氷川参道の取り組みの意義
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「交通シミュレーション・交通社会実験・本
格実施」サイクルの概念

第 1段階 

第 2段階 

次の段階へ 

「検討→実験→本格実施」を繰り返
す段階整備

できるところから着手

これまでの経緯 歩車分離対策

1995年 「氷川の杜うるおいのあるまち
づくり推進協議会」発足

1999年 氷川参道に関する「交通計画
検討協議会」を旧大宮市が設置

1999年 交通シミュレーション実施

2000年3月 歩車分離の社会実験実施

2002年5月 歩車分離整備工事竣工

第1段階
(中区間)

2004年 南区間を一方通行化した場合
の交通シミュレーション実施

2005年3月 一方通行化社会実験

2007年3月 一方通行化及び歩車分離
整備工事竣工

第2段階
(南区間)

2009年7月 歩車分離整備工事竣工 第3段階
(北区間)

2014年 歩行者専用化協議会発足
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氷川参道周辺の
道路整備

Ｊ
Ｒ
駅

一の鳥居

至 　神 社

対象：参道
（延長約１ km）

業 務 ・商 業 の
中 心 地

居 住 地 区

幹 線 道 路

新 都 心

都市計画道路
氷川緑道西通線(18m)
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氷川緑道西通線(18m) 整備中に撮影

従前：幅員7m（一方通行）



672019年4月25日氷川緑道西通り線開通 ! 



氷川参道歩専化の瞬間（2019年4月25日11時）
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歩専化の完成（中区間）



仙台・定禅寺通り
の取り組み
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現況（片側3車線）

A案（片側2車線化） B案（片側1車線化）
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C案（半断面廃止・片側1車線化）
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※ 停車帯を集約する場合もあり得る
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定禅寺通
歩行空間拡大実験
2021年8月～9月
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仙台市ホームページ
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一
番
街
を
ど
う
す
べ
き
か
？


